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国内産農産物の銘柄設定等申請に係る意見聴取会議事録(滋賀県) 

 

１ 開催日時：令和５年 12 月６日（水） 13：30～14:45 

２ 開催場所：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 野洲事業所 １階会議室 

３ 出席者： 

（行政機関）  滋賀県農政水産部みらいの農業振興課 技師             白井  颯 

（学識経験者） 滋賀県農業技術振興センター 主任専門員              中川 淳也 

        滋賀県農業技術振興センター 主任技師               中川 寛之 

（関係機関）  全国農業協同組合連合会滋賀県本部米麦農産部 次長         北村 信秀 

        滋賀県農産物検査協議会                      宿谷 安弘 

近江米振興協会 事務局次長                    中川 邦宏 

        滋賀県主食集荷商業協同組合 事務局                植村 二郎 

滋賀県米穀販売商業組合 理事長                  南井 孝一 

（登録検査機関）全国農業協同組合連合会滋賀県本部 農産物検査課          井上 正則 

        一般財団法人日本穀物検定協会関西神戸支部滋賀出張所        橋本 藤之 

レーク滋賀農業協同組合中主営農経済センター施設販売課 課長    川端美知子 

（実需者）   丸栄製パン株式会社 代表取締役                  辻井 孝裕 

（申請者）   滋賀県農政水産部みらいの農業振興課 主査             塚本 敬之 

        株式会社グリーンちゅうず 代表取締役               薬師寺憲一 

（近畿農政局） 滋賀県拠点 行政専門員                      廣部  浩 

生産部生産振興課 検査技術指導官                 井上  薫 

        生産部生産振興課 検査技術指導官                 浪江 俊和 

         

４ 議事  

【開会】 

司会（近畿農政局） 

只今から国内産農産物の銘柄設定等に係る意見聴取会を開催いたします。 

 本日の司会を務めます近畿農政局生産振興課の井上です。 

冒頭に、本日の意見聴取会の開催に当たりまして、会場は本来ならば近畿農政局滋賀県拠点で行うところでは

ありましたが、年末のため合同庁舎の会議室の空きがなく、本日は「全国農業協同組合連合会滋賀県本部」様にご

無理を言いまして会場を確保していただきましたことにお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 さて、当意見聴取会にはマニュアルの規定において、有識者等の同意により、申請者を同席させることができ

る。とあることから、本日、申請者の方にもご出席をいただいておりますことをご了承願います。 

 また、本日いただきましたご意見については、議事録を作成する必要があることから、ご発言はすべて録音させ

ていただきますので、併せてご了承ください。 

 なお、今回の意見聴取に係る一般からの意見及び傍聴希望はありませんでしたので、ご報告いたします。 

それでは、お手元の議事次第に従いまして進めさせていただきたいと思います。 

議事次第２の開会の挨拶については、恐縮ですが私からさせていただきます。 
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【近畿農政局 挨拶】 

（省略） 

司会（近畿農政局） 

まず、配布資料の確認をお願いします。 

 議事次第、出席者名簿、資料１～資料５及び資料６－1、６－２の銘柄設定申請書を配付しております。よろし

いでしょうか。 

 次に、本日の議事進行及び注意事項についてご説明します。お手元の議事次第をご覧ください。 

議事次第３の国内産農産物銘柄設定等に係る農産物検査に関する基本要領の改正のポイントについて及び議事

次第４の銘柄設定等申請手続及び申請状況等については、この後こちらから説明します。 

続いて議事次第５の銘柄設定等の申請内容に関する説明、意見聴取では、本日は２つの設定等申請があがって

いますので、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米、普通小麦の順に実施させていただきます。 

まず、最初に水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米「滋賀 83 号」の「きらみずき」への名称変更の申請者から、

申請の趣旨等の説明をお願いします。 

次に、普通小麦「はる風ふわり」の申請者から申請品種の概要、申請の趣旨等の説明をお願いします。 

その後、みなさまに「はる風ふわり」の現物を実際に見ていただき、品種特性により銘柄鑑定が可能であるか判

断していただきます。 

次に一括して申請者に対するご質問をお受けした後、意見聴取で申請内容について、「滋賀 83 号」から「きらみ

ずき」への名称変更、「はる風ふわり」の銘柄設定の適否等に関してご意見をいただきたいと思います。 

以上のように全ての申請内容に関する説明から意見聴取が終わった後、一括して議事次第６でこちらから総括

的な意見のとりまとめをさせていただき、15 時を目処に終了したいと思います。 

なお、意見については、銘柄設定の関連意見について伺うこととし、銘柄設定以外について特にあれば、意見聴

取会終了後にお聞きすることとしますので、よろしくお願いします。 

また、本日配布しました資料のうち、資料６－１及び６－２の申請書関係資料については、聴取会終了後、回収

させていただきますので、ご了承願います。 

それでは、議事次第３の国内産農産物銘柄設定等に係る農産物検査に関する基本要領の改正のポイントについ

て及び議事次第４の銘柄設定等申請手続及び申請状況等についてを一括して、近畿農政局浪江検査技術指導官か

ら説明いたします。 

【基本要領の改正のポイント及び申請手続き、申請状況説明】 

近畿農政局 

それでは、資料１と資料５について説明させていただきます。 

まず、議事次第３の国内産農産物銘柄設定等に係る農産物検査に関する基本要領の改正のポイントについてに

ついてご説明します。資料１をご覧ください。 

 令和５年３月 31 日付けで農産物検査に関する基本要領が改正されました。 

 国内産農産物の銘柄設定等に関する基本要領の改正ポイントは、水稲うるち玄米における品種銘柄の設定につ

いては、基本要領第２の２の（６）に、国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアルの第６により設定する旨改正

されました。 

銘柄廃止の要件について、「前年産及び前々年産の検査実績がないこと。」から、「前年産及び前々年産の検査実

績が 10 トン未満であること。」に改正されました。 

申請手続マニュアルの第３の１の（１）のただし書き以降について、「文書による意見募集」から、「インターネ
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ットの利用その他の適切な方法による意見募集」に改正されました。 

水稲うるち玄米の品種銘柄の設定及び廃止の手続について、申請手続マニュアルを整理し、申請手続マニュア

ルの第６として新設されました。 

 資料５をご覧ください。令和４年産米より水稲うるち玄米に従来の産地品種銘柄に加え、品種銘柄（103 品種）

が設定され、様々な品種の証明が受けられるようになりました。 

 このことにより、産地品種銘柄でなくとも、品種銘柄に設定されている品種であれば、産地の証明はできません

が品種の証明は可能となりました。 

 精米の表示についても、資料の表示例のとおり表示することができます。詳しくお知りになりたい方は、消費者

庁へお問い合わせください。 

次に、銘柄設定等の申請手続き及び申請状況です。 

 近畿農政局では、令和６年産の銘柄設定等の手続きについて、近畿農政局ホームページに８月 30 日に掲載し、

令和５年 10 月２日から 10 月 31 日の間に銘柄設定等の要望等の受付を行いました。 

 その結果、滋賀県では、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の産地品種銘柄に係る選択銘柄「滋賀 83 号」の「き

らみずき」への名称変更について「滋賀県」様より申請がありました。 

また、普通小麦の産地品種銘柄に係る選択銘柄として、「はる風ふわり」が「株式会社グリーンちゅうず」様よ

り申請がありました。 

本日の意見聴取の結果、銘柄の設定等について設定する必要が認められた場合には、近畿農政局長より農林水

産省農産局長あてに申請します。 

 農産局長は、申請に基づき銘柄の設定等を行う必要があると認めた場合は、農林水産大臣が行う農産物規格規

程の改正の手続きを令和６年３月末までに行います。 

 次に、農産局長から一部改正の通知が各地方農政局長に通知され、申請者に結果を通知、関係者のみなさまには

一部改正の周知という手続きとなっています。 

 以上のように取り進められると、令和６年産より申請のあったそれぞれの銘柄検査が可能となります。 

 なお、申請者におかれましては、銘柄に設定された旨の通知が届きましたら、マニュアルに基づき速やかに各登

録検査機関配布用のサンプル２㎏程度を近畿農政局へ提出していただきますようお願いします。以上です。 

【銘柄設定の申請について】 

司会 

それでは最初に、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米について、「滋賀県」様より「滋賀 83 号」の「きらみず

き」への名称変更について、資料６-１の申請書資料に基づき、名称変更申請の趣旨の説明をお願いします。  

 それでは「滋賀県」様よろしくお願いします。 

【「滋賀 83 号」から「きらみずき」への名称変更の申請内容説明】 

申請者：滋賀県 

「滋賀県みらいの農業振興課」の塚本と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらの方からご

説明させていただく前に、お手元の資料５と資料６-１を見ていただければと思います。本県から昨年度に資料５

の方でピンク色にしていただいています「滋賀 83 号」、いわゆる「きらみずき」ですが、昨年度産地品種銘柄に設

定をさせていただきました。今年度は昨年の申請時点では「滋賀 83 号」という系統番号で設定させていただいて

おりまして、そこから「きらみずき」への名称変更申請をさせていただいております。農産物の種類につきまして

は、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米、産地は滋賀県、変更前の品種名は現状使っております「滋賀 83 号」で

検査を受けております。これを変更後の品種名としまして、「きらみずき」に名称変更したいと思っています。現
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在、種苗法に基づく品種登録の状況につきましては、昨年度のこの会議におきまして銘柄設定を行ない、その後、

令和５年７月 19 日に品種登録出願していたものが出願公表されました。名称につきましては出願者に確認の上、

公表された名称に変更することの了承を得ています。このことから「滋賀 83 号」を今年の会議におきまして、「き

らみずき」への変更をお願いしたいと思います。以上です。 

司会 

ありがとうございました 

続きまして、普通小麦の「はる風ふわり」につきまして、「株式会社グリーンちゅうず」様より資料番号６－２

の申請資料に基づきまして、申請品種の概要、申請趣旨の説明をお願いし、その後、銘柄鑑定に関する報告書につ

きまして、「レーク滋賀農業協同組合」様から説明をお願いいたします。 

まず、「株式会社グリーンちゅうず」様、申請書に基づき説明の方をお願いいたします。 

【「はる風ふわり」の申請内容説明】 

申請者：株式会社グリーンちゅうず 

ご紹介いただきました「株式会社グリーンちゅうず」の薬師寺と申します。本日はお忙しい中お集まりいただき

ありがとうございます。今回、私どもが提出させていただきました銘柄設定の申請にあたる普通小麦は、「はる風

ふわり」と申します。今回この銘柄を申請させていただくにあたって、大きな理由というのは、現在作付けされて

いるパン用小麦の「ミナミノカオリ」と比べて製パン特性が優れているということがございます。このことから、

実需からの生産拡大のご要望もあり、今後、普及拡大の必要性があるものと考え申請させていただきました。私ど

もとしましては、昨年と今年と弊社のほ場で作付けさせていただきました。お手元の資料６－２の８番の生産状

況のところですが、2022 年は 1.6ha で 7ｔ弱穫れています。収量は１反当たり 7.1 俵の収量となっております。

この「はる風ふわり」の特徴ですが、同じく資料６－２の 10 番を見ていただきたいのですけれども、昨年問題に

なっていました「赤かび病」につきましては、「農林 61 号」よりは少し弱いかなというところですが、「ミナミノ

カオリ」と比べて同程度か若干強いという印象を持っています。また、タンパク含有量につきましては、「ミナミ

ノカオリ」より約１％程度高いです。収量については、「ミナミノカオリ」とほぼ同程度です。この 2022 年産につ

きましては、弊社では「ミナミノカオリ」が７俵、「はる風ふわり」が 7.1 俵を収穫いたしました。この資料の裏

面を見ていただきますと、「はる風ふわり」の主な特性というところで表を書いてございます。先ほど申し上げま

した含有タンパク量と「赤かび病」のところで違いはあるのですが、ほぼ同じような草丈等を示しています。ま

た、製パン特性の結果につきましては、その下の表に示させていただいています。これは九州の農研機構さんの資

料を許可を得て掲載させていただいています。以上が私からの申請内容のご説明とさせていただきます。 

司会 

ありがとうございました。 

それでは銘柄鑑定に関する報告につきまして、「レーク滋賀農業協同組合」様よろしくお願いいたします。 

検査を行う予定の登録検査機関：レーク滋賀農業協同組合 

「レーク滋賀農業協同組合中主営農経済センター」の川端と申します。よろしくお願いいたします。 

「株式会社グリーンちゅうず」様から銘柄の設定等の申請ということで出席させていただいております。銘柄

鑑定に関する報告としまして、資料６－２の様式１－４を見ていただきますと、１番の銘柄の区分は、産地品種銘

柄、２番の種類は普通小麦、３番の産地が滋賀県、４番の品種名が「はる風ふわり」でございます。5 番の必須・

選択の区分は選択で、６番のところでございますが、滋賀県で栽培された品種に係る特徴といたしまして、「赤か

び」は「農林 61 号」より弱く、「ミナミノカオリ」と同程度か若干強いということでございます。タンパク質含量

も「ミナミノカオリ」と比べて１％程度高いというところでございます。収量は「ミナミノカオリ」と同程度でご
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ざいます。 

司会 

ありがとうございました。 

それでは、申請のありました「はる風ふわり」に係る展示サンプルの確認をお願いします。確認に当たりまして

は鑑定上の特徴をサンプルを見ていただきながら確認をお願いしたいと思います。 

司会 

先ほど説明がございまして、今みなさんにサンプルをご覧いただきましたけれども、どの部分からでも結構で

すので、みなさまから申請者に対して何かご質問がございましたらお受けさせていただきますけれどもいかがで

しょうか。質問される方につきましては、所属、氏名を述べられた上で簡潔にお願いいたします。それでは何かご

質問はございますか。 

関係機関：滋賀県米穀販売商業組合 

「滋賀県米穀販売商業組合」の南井と申します。小麦の方はわからないのですけれども、水稲の「きらみずき」

は、テレビやニュースでコマーシャルされていますが、今更この名称を変更することもできないのではないでし

ょうか。 

司会 

先ほど「滋賀県」様からの説明もございましたけれども、今の「きらみずき」は元々系統名が「滋賀 83 号」と

いう名称のお米でして、銘柄の設定をする会議が去年もこの時期にありましたけれども、この時期にはまだ「きら

みずき」という名称が決まっていなかったので、そのときは「滋賀 83 号」という名称で今年の品種銘柄として申

請お願いしますということで、申請が「滋賀県」様から上がってまいりました。その後、先ほど説明いただいたよ

うな形で、「きらみずき」という名称の登録が完了したので、正式にこの名称に変えるということです。 

関係機関：滋賀県米穀販売商業組合 

わかるのですけど、万が一ここで何かその名前が変更できないのか、それともそっちのほうが先走っているの

で無理なのか。本当に形だけのことなのか。 

申請者：滋賀県 

種苗法の品種登録で「きらみずき」という名前で公に公開されていくので、今おっしゃっていただいたように、

こういう場で決定しなくても「きらみずき」という名前は出せるのですけれども、農産物検査の決まりとして、こ

れまで「滋賀 83 号」としてしか検査を受けられなかったのですが、来年度からは「きらみずき」にできますよ、

という周知をしなければいけないので、そのためにこの会議をさせていただいているということですので、おっ

しゃるとおり別に世の中的には「きらみずき」なんですけども、少し段階を踏ませていただくということになって

いますので、ぜひとも認めていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

司会 

「滋賀県」様ありがとうございました。 

関係機関：滋賀県米穀販売商業組合 

私たち小売りは顧客と接しているもので、テレビやニュースでコマーシャルされますと、こちらでは決まって

いるものと思いました。 

司会 

名称という部分と、農産物検査の産地品種銘柄の品種名を同じにするということでございます。 

それでは他にご意見ございますか。 

登録検査機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 
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「全国農業協同組合連合会滋賀県本部」の北村でございます。一つ教えていただきたいのですが、普通小麦の

「はる風ふわり」の品種特性で、穂発芽耐性は「中」、赤かび病抵抗性は「やや弱～中」ということですが、今年

は「農林 61 号」などで苦労をしておりまして、そのあたりのところの問題は大丈夫なのかということと、防除は

沢山しなければならないのかなど、そのあたりを懸念する必要はないのか少し気になりましたので、もし可能で

したら教えていただきたい。 

申請者：株式会社グリーンちゅうず 

我々、2022 年、2023 年と栽培させていただいて、赤かび病につきましては、防除を一回させていただいていま

す。結果的に問題はなかったというところが答えかなと考えています。穂発芽についてもこの２年間で問題はあ

りませんでした。以上です。 

登録検査機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 

承知しました。 

関係機関：滋賀県農産物検査協議会 

「滋賀県農産物検査協議会」の宿谷です。様式第１－４号の銘柄鑑定に関する報告書の６番の３の産地で栽培

された品種に係る特徴となっていますが、ここは銘柄鑑定に関する報告書なので、他の品種と対比し，粒はどのよ

うなものか、胚芽の大きさ等を書くべきだと思います。近畿農政局が受理されていますので申請者には責任はな

いと思いますが、検査する者がどう見るのかが書かれていないので、そのあたりを教えていただければありがた

いと思います。農政局からでもどちらからでも結構です。 

司会 

粒形的には「ミナミノカオリ」は丸い品種で、「はる風ふわり」については、長形というか長細い品種というこ

とで、どちらにしても製パン特性があって、高タンパク麦の特徴である硝子質が結構出ます。当然ですけどタンパ

クが高くなると、どうしてもそういう麦になると思いますけれども、その部分の特徴は出ていると思います。 

関係機関：滋賀県農産物検査協議会 

どちらにしても、そのような補足的なものを鑑定の時に必要だと思いますので、容積重も含めてどんな感じで

あったのかわからないので、また教えていただければと思います。 

検査を行う予定の登録検査機関：レーク滋賀農業協同組合 

「ミナミノカオリ」の容積重は 840g/ℓ、830g/ℓで、「はる風ふわり」も 830g/ℓ、840g/ℓで、同程度の容積重であ

ったと思います。 

司会 

ありがとうございました。他ございますか。 

他にご質問はないようでございますので、次に進めたいと思います。 

【銘柄設定に対する意見聴取】 

司会 

それではここからは意見聴取に移りたいと思います。 

今、現物を見たところで質問等の中にもありましたけれども、それも含めて行政機関のみなさまにつきまして

は生産振興面から、試験研究機関のみなさまについては、良質米の普及や良質麦の普及という栽培面から、生産者

団体のみなさまにつきましては、団体で進められている農業対策や生産対策の面から、登録検査機関のみなさま

につきましては農産物検査の実務面から、それから、実需者の方につきましては消費者ニーズやパンの製造特性

という部分を含めてご意見をいただければと思います。 

まず、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の「滋賀 83 号」から「きらみずき」への名称変更について、意見聴
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取を行ないます。発言の方法につきましては、先ほども申し上げましたけれども、所属、氏名を述べられた上、申

請に対する是非、その理由を述べる方式で簡潔にお願いします。意見ございますでしょうか。 

司会 

「滋賀 83 号」から「きらみずき」への名称変更につきましては、始めの挨拶の中でも申し上げましたが、10 月

末の滋賀県の 1 等比率が 56％、その中で「滋賀 83 号」については 85.2％という成績となっております。本年の

状況、また、令和６年産に向けて生産振興、販売等について、本日お見えの関係者の方々にお話をお伺いしたいと

思います。 

まず今後の当該品種「きらみずき」の生産振興について、「滋賀県」様、それから「近江米振興協会」様、何か

ご意見等ございますでしょうか。 

申請者：滋賀県 

近江米振興協会生産部会員でもある、「みらいの農業振興課」からお伝えさせていただきます。 

今年「きらみずき」をデビューさせていただきまして、量販店での販売は 11 月 23 日からとなりました。みな

さま平和堂等で見ていただいたかと思いますが、非常に売れ行きは好調になっていると思っております。生産に

つきましては、令和６年度は県内で 500ha の作付けを目指して、10 月の下旬から各地域で作付け拡大説明会をさ

せていただいております。12 月の中旬には、農業者様からの栽培申し込みを取りまとめまして、来年度の生産者

を決定していくことにさせていただいております。これからも特色ある近江米として広げていきたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

司会 

ありがとうございます。本年の集荷販売状況につきまして、販売されて購入された消費者様等の反応を含めて、

「全国農業協同組合連合会滋賀県本部」様、「滋賀県主食集荷商業協同組合」様、「滋賀県米穀販売商業組合」様の

方から何かご意見等ございますでしょうか。 

関係機関：滋賀県米穀販売商業組合 

先ほども言いましたように、コマーシャルはいいのですけども、私らの所に量も無いということで回って来な

いというのが現実なのですけど、やっぱり少ないからなのか、それとも卸、小売りの関係なのですか。 

申請者：滋賀県 

滋賀県からお答えさせていただきますと、大変今年量が少なかったことにつきましては、申し訳ないと思って

おります。今年、実際県内で 55ha の作付けで、生産量は概算で 200ｔいかないぐらいと思っております。希望さ

れるみなさま方にお届けできればよかったのですが、少し量に限りがございます。また、水稲に関しましては、今

年の高温の影響を受けまして、「きらみずき」だけでなく、他の品種も含めまして少し生産量が下がっております。

そういったこともありまして、なかなか欲しくても手に入らない。また、県外への流通もなかなかできない状況に

なっております。ただ来年につきましては、今生産者の募集を広く進めておりますし、今年よりもできれば 10 倍

ぐらいの生産量を見込みたいと思っております。今年はまず試験販売ということにさせていただいていて、来年

以降ぜひとも「きらみずき」の価値を分かっていただけるような方々に販売いただければと思っております。今年

は少しお待ちいただければと思います。 

司会 

ありがとうございました。 

関係機関：滋賀県米穀販売商業組合 

生産者からすると「きらみずき」は有機で、ものすごい手間暇がかかるわけですね。生産者の方も高齢化になっ

ているのに、なんでそんな手間暇かけてね、まあ、ちょっと高く売れますけれどもそういう声も上がっているんで
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すけどね。 

申請者：滋賀県 

「きらみずき」についてご紹介させていただきますと、滋賀県は環境にこだわった栽培を続けている県でござ

いますので、特に環境に特化した形で有機質肥料、化学肥料から有機肥料のみの作り方で殺虫殺菌剤いわゆる化

学成分では殺虫殺菌使用しないとさせていただいていて、少し手間がかかります。コストもやはり掛かってきま

す。ただ、経営体の中で「きらみずき」というものがその農家経営において少しでもメリットがあると感じていた

だければ導入いただける一つのアイテムなのかと思っております。今、滋賀県でも銘柄だけ見ても 33 ある状況で

ございます。その中で経営体が自身の米、麦、大豆の状況を考えて、取り入れてメリットがあるという方に作って

いただける品種と思っております。栽培暦につきましても少しでも省力化できるところはないか見直しを進めて

おりますので、まだ出始めてございますので少し手間暇かけて作っていただくことにご了承いただければと思っ

ております。 

関係機関：滋賀県米穀販売商業組合 

防虫もヘリやスマート農業でドローンにしているけれど、これが全く使えなくなりますよね、これが進んだら

ね。なんかやっていることと進めていることが違うような気がするのですけどね。 

申請者：滋賀県 

滋賀県の主食米の面積は 28,000ha あるのですが、「きらみずき」が目標にしているところ、例えば令和８年度

では 1,000ha を目標にしていて、ほぼ中生品種を「きらみずき」に置き換えるという考えではありません。やはり

経営体が複数品種を栽培する中で、売っていくアイテムの一つとして「きらみずき」を入れていただくようなイメ

ージを持っております。例えば出穂期防除なんかでヘリを飛ばしている中に「きらみずき」が入ってくるようなイ

メージではなく、「きらみずき」に関しては、やはり作付けできる田んぼも限られてきます。殺虫殺菌剤が使用で

きないので、イモチ病が出るようなところでは作れないですし、カメ虫が多いところも避けていくべきだと思っ

ていますので、少し栽培するところも限られてきます。今ヘリを飛ばしていたりするような所に全部置き換わっ

て入っていくっていうのものではなくて、経営体の中で作っていける場所を選んでいただいて、その中に一つ「き

らみずき」を少しずつ入れていってもらうような状態になると思っております。 

関係機関：滋賀県米穀販売商業組合 

将来は「みずかがみ」と「きらみずき」のバランスというのは。 

申請者：滋賀県 

「みずかがみ」でいきますと、今年で実はデビュー10 周年を迎えまして、滋賀県の作付面積の約 1 割３千 ha を

超えたところです。京阪神中心にお客さんも付いていただいておりますし、「みずかがみ」は近江米ブランドとし

て成り立つのかなと思っております。一方、「きらみずき」については、やはり環境により特化したお米、いわゆ

る近江米のブランド化戦略の中で、少し手間もかかるけれども、首都圏や京阪神にも売っていけるようなアイテ

ムの一つかなと思っております。量は「みずかがみ」ほどは出て行かないのかなと思っています。「みずかがみ」

は「キヌヒカリ」の代替として当初は進めていたこともあって、県内の作付面積の１割を目標にしていたのですけ

ども、「きらみずき」については、環境に特化した取り組みを求めていただけるような消費者に購入いただけると

いうコンセプトを持っていますので、「みずかがみ」と同じような進め方をするのではなく、面積についても、「み

ずかがみ」のように 3,000ha はなかなか難しいと思いますし、それは少し切り分けて進めさせていただいており

ます。 

司会 

ありがとうございました。 
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他、「全国農業協同組合連合会滋賀県本部」様、「滋賀県主食集荷商業組合」様、何かございますか。 

関係機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 

「きらみずき」を販売して 10日ほどです。まだ評価がわかりませんので、これから評価を十分踏まえて対応し

ていく必要があると思っております。 

司会 

ありがとうございました。 

以上、お伺いしまして特に「きらみずき」への名称の変更ということにつきましては、特に問題はないと理解を

いたしております。全体を通じて何かございますか。ないようですので「滋賀 83 号」から「きらみずき」への名

称変更の申請については、了承されたということでよろしいでしょうか。 

（一同異議なし） 

司会 

ありがとうございます。 

司会 

それでは続きまして、「はる風ふわり」につきまして、何かご意見がある方ございますでしょうか。 

関係機関：滋賀県農産物検査協議会 

繰り返しとなりますけれど、鑑定のことが書かれていないので、農産物検査員がわからないと思うので、そこら

あたりをよろしくお願いします。見た感じでは鑑定はできますので、検査時の鑑定のポイントをお願いすること

と、「丸栄製パン株式会社」様に来ていただいているので、いわゆる使い勝手を教えていただきたいと思います。 

司会 

「丸栄製パン株式会社」様お願いします。 

実需者：丸栄製パン株式会社 

「丸栄製パン株式会社」の辻井といいます。よろしくお願いします。私は滋賀県学校給食協同組合、そして全日

本パン協同組合連合会、滋賀は代表理事、全国の方も常務理事として活動させていただいております。滋賀では滋

賀県産小麦 100％で学校給食を実現するということで約 15 年前から、まず「農林 61 号」で作って失敗しまして、

「ニシノカオリ」、「ミナミノカオリ」、「ゆめちから」、そして今回「はる風ふわり」という変遷をたどっておりま

す。いろいろなものを作ってきて分かったのは、生産者の方には、タンパク含量等と努力していただくのですが、

結局そのタンパクの中にも色々あり、要はその有効グルテンですね。小麦の品種特性としてその遺伝子でグルテ

ンサブユニットというのがあって、その中で特性が決まってくるよと。特にパンについては、グルアジンとグルテ

ニン、このバランスが非常に大事だということがわかってきました。その上、何と何を組み合わせるかというブレ

ンドについても考えながらいろいろやってきたのですが、５年前に滋賀県産小麦で低アミロ、穂発芽の問題があ

った時に、その点でいうと「ミナミノカオリ」についていうと少し弱いのかなと。私どもが作っていても「ミナミ

ノカオリ」が頼りなかったので、「ゆめちから」という超強力品種を用いて一定ブレンドして製パンをしていたの

ですけれども美味しくない。パンにはできた。滋賀県産の小麦でパンができたけれど食べ物なので結局のところ

美味しくないと続かない。当初は実現困難であった滋賀県産の小麦でパンを作るということで満足していたので

すけども、形になっただけではなくて、次は消費者ニーズとしては、より良いもの、より美味しいものという流れ

になるのは当然のことです。我々としても安定的に作る必要がある、美味しく作る必要がある、ということで低ア

ミロの問題、特に風味を踏まえた製パン特性の問題というところを日本パン技術研究所に相談したところ、この

「はる風ふわり」という品種をご推薦いただいて、農研機構様のご助力もあって、滋賀県でまずはやってみようと

いうことで「レーク滋賀農業協同組合」様にお願いをして、４年４作を超えたところです。ほ場を見ると非常に頼



 

- 10 - 

りないちょっと白っぽい細い立ち方をするので、大丈夫かなと。収穫した物も、汎用品種でしたら赤みかかった、

粒の張った粒なのですけれども、見ていただいたとおり「はる風ふわり」はちょっと白くて、細い感じがするの

で、私もこれちょっと無理だなと思ったのですけれども、製粉して製パンしたところ「ミナミノカオリ」、もしく

は「ミナミノカオリ」と「ゆめちから」ブレンドよりも製パン特性が高い。具体的なことをいいますと、そのミキ

シング耐性が強いので、生地が非常に持ってくれる。その上で伸びがよいというところで、私も後になって調べた

のですが、カナダの今世界一といわれる１CW の特性に近づけるための品種であるということでしたので、それも

納得できると。非常に皮が薄くて張りのあるパンが出来て美味しい。今日どんな会議かわからなかったので、営業

プレゼンのようにパンを持ってきたのですが、非常にしっとりとしてもっちりした良いパンができる。私どもは

先ほども申したように、滋賀県産小麦でパンを作るのが仕事ではなくて、美味しいパンを作って販売をするのが

我々の仕事です。なので、ギリギリなんとかできました、別に滋賀県のためにやっているわけではない、農業者の

ためにやっているわけでもない、美味しいパンを求める消費者のためにやっている。学校給食を待ち望んでいる

子供たちのために作らせていただいている。その中で、より良いもの、より美味しいものをというところで、この

「はる風ふわり」ついて、お願いしたいということで、「株式会社グリーンちゅうず」様に何とかお願いをして、

作っていただいて、このようないいパンができております。生産性であるとかいろんなことについては、プロのみ

なさま方にお願いをして、私どもとしては、滋賀県産小麦で美味しいパンができる、売れ続ける。これが多分生産

者もしくは関係団体の利益だと思っていますので、なんとかできる品種とか作りやすい品種ということよりも、

おいしいパン、おいしい麺ができるいい品種をなんとか選択いただいて、一人でも多くの生産者の方に作ってい

ただきたいと思っています。現在、私どもは滋賀県の学校給食で原麦ベース約 500ｔ、今、和歌山の方からご依頼

いただいているのが原麦ベース 100ｔ、水面下で奈良、福井からお話しをいただいているのがそれぞれ 500ｔ、300

ｔ。滋賀は米どころでもあって麦どころでもありますので、近畿、東海、北陸の主食の生産地として期待されてい

るということもございますので、私どもとしては、おいしいパンが作れる良い小麦をお願いしたく存じます。以上

でございます。 

司会 

ありがとうございました。 

今年検査いただいています「レーク滋賀農業協同組合」様ですが、検査等級の格付けについては、検査規格内で

格付けされるものでしたでしょうか。１等２等で銘柄鑑定もできるということでよろしいでしょうか。 

検査を行う予定の登録検査機関：レーク滋賀農業協同組合 

はい。 

司会 

現物を見ていただいた中で、「全国農業協同組合連合会滋賀県本部」様、「日本穀物検定協会滋賀出張所」様、「滋

賀県農産物検査協議会」様、何かございますか。 

登録検査機関：全国農業協同組合連合会滋賀県本部 

「全国農業協同組合連合会滋賀県本部」の農産物検査課です。試料の方を確認させていただいて、特に銘柄検査

については十分可能であるという印象を持っておりますので、そこには特に問題は無いと思います。 

司会 

ありがとうございました。 

生産振興面から何か「滋賀県」様、「全国農業協同組合連合会滋賀県本部」様、何かご意見ございますか。 

栽培的な部分について、技術面等から「滋賀県農業技術振興センター」様、何かご意見ございますか。 

関係機関：滋賀県農業技術振興センター 
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特にはありませんが、欠点の部分を生産者のところでしっかり対応して作っていただければ、先程「丸栄製パン

株式会社」様がおっしゃったように、製パン特性については高いということはいわれておりますので、栽培管理を

しっかりしていただければと思います。 

司会 

商品の関係であるとか製パンの適正であるとかお聞きしようかなと思っていたのですが、先にご質問があった

中で「丸栄製パン株式会社」様からその部分も含めてお話をいただきましたので、特に問題がないということで、

今後進めていってもらいたいということでよろしいでしょうか。 

関係機関：滋賀県農業技術振興センター 

はい。 

司会 

ありがとうございました。 

それでは、以上いろいろとお伺いをいたしまして、特に「はる風ふわり」について問題はないという理解をさせ

ていただいておりますけれども、全般を通じて最後に何かございますか。 

司会 

ご意見がございませんので、「はる風ふわり」の申請につきまして、了承されたと言うことでよろしいでしょう

か。 

（一同異議なし） 

司会 

ありがとうございます。 

【意見のとりまとめ】 

司会 

それでは、すべての議題につきましてご議論いただきましたので、議事次第６番の意見の取りまとめをさせて

いただきます。 

ご出席のみなさまより、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米の「滋賀 83 号」の「きらみずき」への名称変更、

また普通小麦の「はる風ふわり」に係る銘柄設定につきまして、生産、流通、検査等のそれぞれの立場からご意見

をいただくとともに、銘柄設定の要件であります、農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること、農産物規

格規程に定める品位規格の適用が可能であること、種苗法に規定する育成者権の侵害を及ぼさないこと、銘柄鑑

定を行う１以上の登録検査機関の見込みがあることをご確認いただき、「はる風ふわり」を新たに産地品種銘柄と

することに問題はないとの結論に達しました。 

 併せて、「滋賀 83 号」の「きらみずき」への名称変更も問題はないとの結論に達しました。 

 なお、本日の意見聴取の結果については、農林水産省農産局長に報告させていただきます。 

 また、議事録を作成する上で本日ご発言いただいたみなさまには、後日、発言内容の確認についてご協力をよろ

しくお願いします。 

 本日の意見聴取会におきましては、多くの貴重なご意見をいただき、お礼を申し上げます。 

これをもちまして、国内産農産物の銘柄設定等に係る意見聴取会を終了とさせていただきます。 

 

以上 

 


